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東京電力の提示金額に納得できない方など、どなたでも当センターをご利用頂けます。
現在の申立て以外の損害についても、申立て可能です。また、裁判よりも手続が簡便かつ
無料※1で、ご本人様お一人でも申立てができます。証拠書類がない場合でも申立て可能で
あり、仲介手続きの中で、センターの調査官が不明な点を丁寧にお伺いします。
手続きが終了している18,223件のうち、８割強である15,129件※2が和解成立に至ってい

ます。 ※１ 送料等の実費は発生します。　※２ 平成28年８月末現在の件数です。

　　　　　　　　平成12年から転勤により関東地方の社宅に居住し、原発事故時も同所
に居住していた申立人らについて、社宅が狭いため、家族５人分の家財を置くことができ
ず、箪笥等の多くの家財を避難指示解除準備区域（浪江町）の実家に置いていたことなどの
事情を認定し、150万円の家財賠償が認められた事例（和解事例1038）。
※和解事例は、あくまで申立人の個別事情に基づいて和解した例であり、一般的に適用される基準ではありません。

原子力損害賠償紛争解決センター　無料電話　0120（377）155
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みんなでともに
乗り越えよう
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＊掲載ご希望の企業・店舗の方は、ご連絡ください＊

復興推進課情報統計係
0243（62）4731
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イノシシ捕獲の大敵　～スレ個体～

浪江町有害鳥獣捕獲隊の協力のもと町内のイノシシ駆除を行っていますが、「ス
レ個体」の増加が捕獲を難しくしています。「スレ個体」とは、仲間がワナにかか
るのを見て学習した警戒心の強いイノシシのことです。エサの匂いにつられ箱ワナ
の入口までは来ても、そこで何時間でも逡巡し、結局はエサを諦めて帰って行く姿
がカメラにも映っています。このような「スレ個体」対策として、ワナを作動させ
ずにエサで誘う期間を長くとり、安心した頃にワナを作動させる方法も試行中です
が、かえって必要以上に多くのイノシシを誘引してしまうという懸念もあります。
見方を変えると、イノシシはおおむね臆病な
動物だと言えます。死角の多い場所に近付く時
には、手を叩いて音を出したり、車から降りる
前にクラクションを鳴らすなどして、こちらの
存在を知らせることで、イノシシとの不意の遭
遇を避けることができます。
なお、町内に熊が生息しているかどうかは調
査中ですが、山林に入るときや、藪等のある場
所で活動する際には十分ご注意ください。
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